
 
 

実施要領 
 
１ 業 務 名 西区内街路灯橋りょう灯その他修繕（単価契約） 
 
２ 履行場所 西区内一円 
 
３ 委託期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 
 
４ 入札に付する工種及び他の工種の契約単価の決定 

（１） 入札に付する工種は、業務の施行が標準的である１号工（設計書のうち 工

種・名称：１号工 LED 防犯灯器具取替、種別：７VA 自動点滅器一体型。）と

する。 
この１号工種を対象に、入札後資格確認型一般競争入札の方法により入札を

実施し、落札者を決定する。 
 

 （２） 他の工種については、落札した１号工種の単価（消費税及び地方消費税相当

額を除く。）と設計金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）の比率（小

数第６位以下切捨て）を他の工種の設計金額に乗じて算出し（１円未満切捨て）、

１００分の１０に相当する額（１銭未満切捨て）を加算した金額をもって契約

単価とする。 
 
５ 契約の締結 
  落札者と別紙契約書（案）のとおり業務委託契約を締結する。 
 
６ 契約保証金 
  予定総額（消費税及び地方消費税相当額を含む）の１００分の１０以上。 
  ただし、広島市契約規則第３１条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 
 
７ 設計書の数量について 
   設計書に記載している各工種の数量は、見込数量であり、契約締結後の実施数量

を保証するものではない。 
 



 
西区内街路灯橋りょう灯その他修繕（単価契約）仕様書 

 

１  本仕様書は、西区内街路灯橋りょう灯その他修繕（単価契約）（以下「業務」という。）に適

用するものとする。 

 

２  本業務の実施にあたっては、電気通信設備工事共通仕様書及び電気設備工事標準図（広島市

設備課発行）等を準拠すること。 

 

３  本業務に使用する電気用品は、電気用品安全法に規定する形式承認済みで新品のものとする

こと。 

 

４  本業務に従事する従業員及び現場責任者をあらかじめ所定の様式により報告すること。従業

員及び現場責任者に変更があったときも同様とする。 

 

５  業務の実施にあたっては、諸交通の安全に注意し、第三者に迷惑をかけないようにすること。 

 

６  灯具、ランプ及び安定器等の取替えにより中国電力ネットワーク㈱との契約種別等に変更が

ある場合は、受注者において変更手続きを行うものとする。 

   なお、契約変更手続きを行った場合、電気使用申込書又は変更契約書の写しを監督員に提出

すること。 

 

７  道路照明灯のランプ取替時には、「広島市道路附属物点検要領」に基づく点検を行い、点検結

果と写真を添付した調書の作成を行うこと。ただし、緊急時など、監督員が特に認める場合は

その限りではない。 

 

８  業務が完了したときは、ただちに所定の様式による完了届及び修繕履歴情報と業務内容の確

認ができる写真等を提出し、本市の検査を受けるものとする。 

 （修繕履歴情報は電子データのみ、写真については印刷版と電子データを提出すること。） 

 

９  その他、仕様書に定めない事項については、その都度、監督員と協議して定めるものとする。 

 



係 係  長 課長補佐 課  長 
    

 
西区内街路灯橋りょう灯その他修繕（単価契約）完了届 

 
指 示 番 号      指示年月日 履行期限 施行年月日 提出年月日 受付年月日 検査年月日 
   

 
    

（あ て先 ） 
広 島 市 長    
下記のとおり業務を完了したのでお届けします。 

受注者住所氏名、連絡先 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

場  所 街路灯番号 工種 指示数量 完了数量 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

完

了

検

査

調

書 

監督員職氏名 
 
立会者氏名 
 
検査員職氏名 

印 



業 務 説 明 特 記 事 項 
 

業務名     西区内街路灯橋りょう灯その他修繕（単価契約） 

１． 現場責任者を１名配置し、必ず連絡のとれるようにすること。また、１日１回以上、

本市監督員に指示書を確認し、本市監督員と協議のうえ対応すること。 

２． 本業務において緊急の修繕が生じた場合は、即対応できる体制をとること。（土、日、

祝祭日、夜間を含む） 

３． 指示書の交付を受けたときは、当該指示書に基づき、履行期限内に修繕を完了させ

ること。 

４． 使用する電気用品及び材料は、本市監督員と協議の上、決定すること。 

５． 地元においての要望、苦情等や現場に不明な点が生じた場合は、直ちに、本市監督

員に連絡し協議の上処理対応すること。 

６． 安全管理、現場管理には、細心の注意を払い、事故のないようにすること。 

７． 資材等は道路上に放置しないこと。 

８． 地元住民には、誠意のある対応をすること。 

９． 修繕履歴情報の電子データ化に伴い、修繕データと写真データをＣＤで提出すること。 

 

 



業 務 実 施 条 件 

明示項目 明 示 事 項 
 

安全対策関

係 

 
１ 本業務の実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備

員、保安施設を配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう

十分注意して施工するものとする。 
 

 
建設副産物

関係 

 
１ 本業務で発生するコンクリート殻については、下記の受入

施設に搬出することとする。 
 

受入施設 備 考 

 
産業廃棄物処分

業の中間処理の

許可を有する再

資源化施設 

 
広島市佐伯区五日市港２丁目６－３

の大林道路㈱広島ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所(片
道運搬距離９．５ｋｍ)に搬出するよ

う見込んでいるが、「大林道路㈱広島

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所」以外の中間処理の許

可を有する再資源化施設に搬出する

ことを妨げるものではない。 

 
 



 
 

積算参考資料 

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参

考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の

条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。） 

提 示 項 目 提 示 事 項 

 

諸経費関係 

 

 

殻運搬（人力

積込） 

 

 

その他 

 

工事の全体数量に係る各経費率を算出するための、共通仮設費の率計上の

金額および現場管理費の金額は１円までとし、１円未満は切り捨てる。 

 

第 SA0046 号、第 SA0047 号特殊代価表 殻運搬の積算方法は下記 URL

に代価表の算出方法を掲載しています。 

URL：https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyou/399705.html 

 

契約書に添付しない特殊代価表等については別紙のとおり。 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyou/399705.html



















































































